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エネルギー環境保全
マネジメント研究部会
持続可能な環境・循環型社会への挑戦

●keywords　　

GX / サステナビリティ経営 / エネルギー政策 / カーボンクレジット /
サーキュラーエコノミー / DX / 生物多様性

2025 年は GX 関連施策が大きく動き始める転換点であり、持続可能な環境・循環型社会への挑戦が始まっ

ている。そこで当研究部会では、大きく分けて以下の 3 つの視点で調査研究を実施している。① GX 関連

の政策動向、②持続可能なサステナビリティ経営、③個別のビジネス / 技術開発動向。環境・循環型社

会の実現には脱炭素とサーキュラーエコノミーを企業の中期的な価値に結び付け、国の経済成長に繋げる

必要がある。このためにはステークホルダー間の連携、協力が不可欠である。

カーボンニュートラルや循環型社会が注目されるなか、環境、エネルギー、廃棄物、生物多様性問題と

DX の活用に関する調査研究をマクロ的視点 ( 政策・技術 ) とミクロ的視点 ( 実務 ) の両面から実施する。

　* 定例会開催日程 ( 原則 )　第 4 火曜日 17:00 ～ 18:30、年 10 回

毎年研究成果をファシリティマネジメントフォーラムで発表し、ホームページに掲載する。
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1.  環境・エネルギー分野を取り巻く動向

　 国 連 気 候 変 動 枠 組 み 条 約 第 29 回 締 約 国 会 議

（COP29） が 2024 年 11 月 に ア ゼ ル バ イ ジ ャ ン で

開催された。そこでは、先進国が発展途上国に供与

する「気候資金」の目標金額と共に、数十億ドル規

模の炭素市場を発足させることが合意された。また、

脱炭素に向けて原子力の価値を積極的に評価する動

きがみられた。一方、2024 年 12 月のプラスチック

汚染に関する法的拘束力のある国際文書（条約）で

はプラスチック生産量の規制に関して合意に至らず、

継続交渉となっている。中国、インド、石油産出国

等の規制反対が大きな要因である。

　このような状況下、政府は 2025 年 2 月に脱炭素

化に向けた国家戦略「GX（グリーントランスフォー

メーション）2040 ビジョン」、中長期のエネルギー

政策である「第 7 次エネルギー基本計画」、温暖化に

対する総合計画である「地球温暖化対策計画」を閣

議決定した。さらに、パリ協定に基づく国別の温室

効 果 ガ ス 削 減 目 標（NDC：Nationally Determined 

Contribution）を国連に提出した。ここでは従来の

2030 年 に 13 年 度 比 46% 減 に 加 え て、2035 年 度

に同 60% 減、2040 年度に同 73% 減を目指す高い

目標としている。この他に第五次循環型社会形成推

進基本計画も 2024 年 8 月に閣議決定されている。

　このように 2025 年は GX 関連施策が大きく動き

始める転換点である。そこで当研究部会では、① GX

関連の政策動向、②持続可能なサステナビリティ経

営、 ③ 個 別 の ビ ジ ネ ス / 技 術 開 発 動 向 の 3 つ の 視

点で調査研究を実施している。米国におけるエネル

ギー・環境政策の見直しもあり、持続可能な環境・

循環型社会の実現は新たな挑戦であり、これまでの

調査研究を踏まえると実現の鍵は経済成長が伴うス

テークホルダーの連携・協力といえる。本レポート

では、この調査研究の結果について紹介する。

エネルギー環境保全マネジメント研究部会

2.  国内GX関連政策の動向

　GX2040 ビジョンの発表趣旨として、「GX に向け

た投資の予見可能性を高めるため、より長期的な方

向性を示すもの」とされている。相対的なエネルギー

コスト差による経済への影響や世界の情勢を冷静に

見極め、現実的かつ雇用に配慮した公正な移行を進

めるとしている。エネルギー安定供給確保、経済成長、

脱炭素を同時実現するためのビジョンである。今後、

これに沿って政策の具体化が進められるが、政策に

おける重要ポイントは、20 兆円規模の GX 経済移行

債の発行（2050 年度までに償還）とカーボンプラ

イシング（CP）であり、その導入スケジュールを図

表１に示す。　これらを通して大胆な先行投資を支

援する。CP としては排出量取引制度、炭素に対する

賦課金、有償オークションが順次導入され、多排出

産業だけでなく一律に炭素排出負担金を求めること

が特徴である。経済成長を主軸とした現実性のある

政策に期待したい。

　以下には、各分野別に国内 GX 関連政策の動向を

纏めた。

図表 1　GX 経済移行債とカーボンプライシングの導入スケジュール
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（1）建築・設備に関する政策の方向性

　建物の省エネルギー（省エネ）に関しては、省エ

ネ基準への適合義務化や ZEB・ZEH 基準の確保、機

器・建材トップランナー制度の強化を図る。エネル

ギ ー マ ネ ジ メ ン ト で は、BEMS/HEMS（Building/

Home and Energy Management System）の導入と

エコチューニングを推進する。この他に、非住宅・

中高層建築物等の木造・木質化、建築物敷地内の緑化、

住宅やインフラの長寿命化、建築物ライフサイクル

カーボンの算定・評価を促進するとしている。さら

に、複数事業者間の連携による省エネ（セクターカッ

プリング）に取組むことが特徴である。

（２）エネルギーに関する政策の方向性

　エネルギー政策では、再生可能エネルギー（再エ

ネ）の主力電源化とバランスのとれた電源構成が特

徴で、再エネ 40 ～ 50％、原子力 20％、火力 30 ～

40％としている（図表 2）。主力電源となる再エネ

ではペロブスカイト太陽電池、浮体式洋上風力、地

熱発電が推進され、原子力は 2023 年度の 8.5％か

ら 20％まで引き上げる。一方、火力は調整力とし

て必要となるが、グリーン水素・アンモニアによる

化 石 燃 料 の 代 替 と 発 生 し た CO2 を 吸 収 す る CCUS

（CO2Capture, Utilization and Storage） の 活 用 が

鍵となる。また、調整力としてデマンドレスポンス

（DR）による需要家リソースも活用する。この他に、

新エネルギーである水素、アンモニア、合成メタン、

合成燃料は、幅広い分野での利用が期待されており、

必要な制度が整備される予定である。また、クリー

ンエネルギーの供給拠点には地域偏在性があること

から、新たな産業用地の整備と脱炭素電源の整備を

同時に行う施策も検討されており興味深い。

（3）カーボンクレジットに関する政策の方向性

　2026 年度から排出量取引制度が本格稼働する予

定で、これを受けてＪ - クレジット制度の更なる活

性化が図られる。具体的には、炭素除去・吸収系の

クレジットの創出・活用を推進する。また、個人や

中小企業が省エネ・再エネ設備を導入した場合に伴

う環境価値をクレジット化し、集約する施策も進め

るとしている。

（4）サーキュラーエコノミーに関する政策の方向性

　温室効果ガスの排出削減にも資する 3R（Reduce、

Reuse、Recycle）と再生可能資源の活用（Renewable）

を推進し、ライフサイクル全体で徹底的な資源循環・

再生材の利用拡大を行う。今後、廃棄量が増加する

太陽光パネルのリサイクルやバイオマスを原料とす

るプラスチックの利用が促進される。ここでは、製

造業・小売業と廃棄物処理・リサイクル業の連携強

化 が 重 要 と な る。 ま た、 廃 棄 物 処 理 施 設 に お い て

CO2 の分離・回収を行う「カーボンニュートラル型

廃棄物処理施設」の技術開発を推進するとしている。

（5）GX 関連の DX に関する政策の方向性

　GX に関連した DX（デジタルトランスフォーメー

ション）の政策としては、デジタル技術の活用によ

る省エネ / 効率化とデータセンター（DC）の再エネ

化が中心である。DX に取り組む企業に対する脱炭素

電力利用のインセンティブ措置や DX による資源循

環分野の更なる効率化が検討されている。GX と DX

の連携が今後重要なテーマとなる。
図表 2　エネルギー基本計画における電源構成
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3.  持続可能なサステナビリティ経営の重要性

　このように国内外で GX 関連政策が進展する中、ESG

（Environment（環境）、Social（社会）、Governance（ガ

バナンス））を考慮したサステナビリティ経営が企業に

は必要となる。サステナビリティ経営とは、これまで

の CSR のような「企業の社会的責任」を果たすことか

らさらに発展して、社会や環境への価値提供は経済的

なリターンと矛盾しないという考えのもと「持続的な

成長と中期的な企業価値向上」を実現することである。

つまり、社会的課題の解決と企業価値向上の両立によ

る企業の持続的成長が求められる。具体的には、環境

分野では ISO14001 に準拠したマネジメントの実施、

GHG 排出量の削減と再エネの導入、廃棄物の抑制とリ

サイクルの推進、生物多様性に対する取り組み等であ

る。図表 3 には企業が開示すべき環境関連データの例

を示す。一方、社会分野ではダイバーシティ、人権問題、

サプライヤー評価等が、ガバナンス分野ではコーポレー

トガバナンスの強化やコンプライアンスへの対応等が

強く求められる。企業としてはサプライチェーン全体

でこれら項目をすべて管理し適切な処理を行うだけで

なく、速やかな情報開示が求められる時代で、管理す

べき項目がどんどん大きくなっている。

　この流れを受けて、2023 年 3 月期から日本でも有

価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示が

開始された。情報開示に関する経緯と今後の主なスケ

ジュールを図表 4 に示す。有価証券報告書におけるサ

ステナビリティ情報の「記載欄」では、「ガバナンス」

及び「リスク管理」については 全ての企業が開示し、「戦

略」及び「指標及び目標」については各企業が重要性

を判断して開示する。さらに、2023 年 6 月に最終化

した国際基準（ISSB 基準）を踏まえ、日本における具

体的なサステナビリティ開示基準（SSBJ 基準）を開発

中である。将来はこの基準に沿った開示が強く求めら

れる。加えて、投資家からはサステナビリティ情報の

信頼性確保を望む声があり、その情報の信頼性を保証

することも企業には求められる。

　このサステナビリティ経営のなかで、2050 年カー

ボンニュートラル（CN）達成は特に重要で、3 年以

内には非上場企業も含めて義務化されると予想され

る。図表 5 には、企業が CN を達成するためのプロ

セスを示す。CO2 を削減する手法としては、低 CO2

排出係数をもつエネルギーの購入、省エネ機器と再

エネの導入および業務プロセスの改善が考えられる。

ただし、最終的に削減できない CO2 は、カーボンク

図表 3　情報開示すべき環境関連データの例

図表 4　情報開示に関する経緯と今後の主なスケジュール
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レジットでオフセットする必要がある。よって、企

業には 2050 年までに、各種設備の導入、業務プロ

セスの見直し、カーボンクレジットの購入準備が求

められる。ここでは、グリーンウォッシュ（環境配

慮を装う）企業として扱われないように、環境に配

慮した製品開発に加え、信頼できるカーボンクレジッ

トを購入するポリシーを持つことが重要である。

4.  個別のビジネス / 技術開発動向

　ここでは最近の個別ビジネス / 技術開発に関する

動向として、新たに注目されている炭素除去・吸収

系カーボンクレジット、木材利用、都市緑化、エネ

ルギー分野のアップサイクル技術と原子力技術につ

いて紹介する。

（1）炭素除去・吸収系カーボンクレジットと木材利用

　GHG プロトコルの新たなガイダンスとして、「土

地セクター・炭素除去ガイダンス」の素案が 2022

年 9 月 に 公 開 さ れ た。 最 終 版 は 2025 年 第 4 四 半

期に発行される予定である。同ガイダンスでは、植

林 等 の 吸 収 源 や DACCS（Direct Air Capture with 

Carbon Storage）等の最新ネガティブエミッション

技術による炭素除去の効果を企業の Scope1 ～ 3 排

出量算定に組み込むべく、「排出」と「除去」の概念

を整理している。このため森林 CO2 吸収等の炭素除

去・吸収系カーボンクレジットが注目され始めてい

る。森林は、若い木ほど CO2 吸収量が多くなるため、

森林整備を進め、木材を使用し、新たに植林するこ

とが重要になる。また、CO2 を貯蔵するためにでき

るだけ長く使用することも必要となる。木材を利用

する木質建築の技術はすでに確立されており、市場

拡大には非住宅用途で中大規模・中高層建築の木質

化が必須である。CO2 削減を目的にサステナビリティ

経営と関連づけた官民協力に期待したい。

（２）生物多様性・緑化

　2022 年 12 月に生物多様性に関する世界目標で

ある「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採

択されているが、これを受けて経団連は、アクショ

ンプランとして 2030 年ネイチャーポジティブへの

貢献を目標に掲げている。ネイチャーポジティブと

は、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せるこ

とである。この流れの中、最近国土交通省では、「ま

ちづくり GX」の一環として、民間事業者等による①

気候変動への対応、②生物多様性の確保、③ Well-

being の向上などに貢献する「優良緑地確保計画認

定 制 度（TSUNAG）」 を 創 設 し た。 こ の TSUNAG 認

定 は、GRESB（Global Real Estate Sustainability 

Benchmark） と 連 動 し「 グ リ ー ン ビ ル 認 証 」 と

して認められると共に、自然関連の財務情報を評

価・開示する TNFD（Taskforce on Nature-related 

Financial Disclosures）ガイドラインに位置付けら

れるものとなっている。より身近な観点から生物多

様性と脱炭素を考える良い施策である。

（3）エネルギー関連技術

　エネルギー問題では、省エネと再エネが中心とな

るが、加速性とアップサイクルが重要と言われる。

加速性としては、2050 年に向けて再エネ導入と電

力ネットワークの安定化を加速する。一方、アップ

サイクルとは、本来廃棄されるものに新たな価値を

つけて再生させる手法であり、石炭、石油、廃棄物

等をより有用なものに変化させることが、カーボン

ニュートラルと経済成長を両立させる鍵だと考えら

れる。火力発電に関しては非効率な火力をフェード

アウトさせ脱炭素型電源に置き換えていく方向だが、

石炭火力発電を CCUS と組み合わせて脱炭素化する

試みが進められている。
図表 5　カーボンニュートラルを達成するためのプロセス



272025 ● JFMA JOURNAL - R7

エネルギー環境保全マネジメント研究部会

　一方、原子力発電は脱炭素電源に位置付けられ、

世界的には活発に技術開発が行われている。特に原

子核の熱振動等の基本的な物理現象のみで異常発生

時の原子炉停止や崩壊熱除去を行う受動安全炉が注

目されている。また、経済的観点では同一設計や工

場製造によって低コスト化が可能な小型モジュール

炉の開発が進んでいる。日本では原子力は危険物と

して忌避されるが、世界的には脱炭素電源であり活

用方法の議論が必要である。

5．おわりに

　持続可能な環境・循環型社会の実現に向けて挑戦が

始まっている。実現するためには脱炭素やサーキュ

ラーエコノミーを企業の中期的な価値と国の経済成長

に結びつける必要がある。このためには、需要 / 供給

マッチング、サプライチェーンの全体最適化、セクター

カップリング、3R+Renewable、GX/DX 連携が不可

欠であり、ステークホルダー間の連携、協力が求めら

れる。持続可能な環境・循環型社会に向けて業界を越

えた活動に期待したい。◀




